
三条市都市計画マスタープランの変更について （概要）

第１編 市の概況と都市づくりの主要課題

第２編 全体構想

第３編 地区別構想

第４編 実現化の方策

用語／資料編

はじめに

三条市都市計画マスタープラン

①法令等の変更に伴うもの
②関連計画の変更に伴うもの
③諸事業の完了に伴うもの

①まちづくりの方向性が変化したもの

変更点

③第三中学校区

市街地再開発事業で整備された地区（昭栄地区）を中心としたにぎわいの拠点づくり
⇒北三条駅周辺（図書館、三条市体育文化会館、ステージえんがわの整備等）を中心とし
たにぎわいの中心づくり

⑤大島中学校区
上須頃地区に用途地域の指定、県央基幹病院の整備、学校の整備等を記述

⑨栄中央地区

工業流通団地の整備に関する記述

・・・まちづくりの方向性が変化したもの

・都市計画法等の内容が改正されたことに伴う更新
・三条市総合計画等の上位計画が更新されたことに伴う修正
・完了した事業（須頃郷地区土地区画整理事業、五十嵐川災
害復旧事業、栄スマートインターチェンジ、各道路改良事業
等）の削除、更新
・記載事業の進捗状況に応じた情報の更新

など


